
 

 

 

 

 

 

 

令和４年２月11日に新潟県村上市で発生した製菓工場火災を受け、令和４年２月14日に

当消防本部管内の類似施設に対し、緊急の特別査察を実施しました。 

特別査察は、避難施設等の維持管理状況、火気使用状況を重点項目として確認し、防火

対策に係る注意喚起を行いました。 

今後も当消防本部では、住民の安全・安心のため、随時、特別査察を実施していきます。 

 

 

【関係者に対し注意喚起をする様子】 

 

   

【火気使用設備や避難経路を確認する様子】 

  

大規模な製菓工場に対する 

特別査察を実施しました 

（外国人来訪者や障害者等が利用す

る施設） 
 

 


